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１．エステティック業界関連団体相関図と役割１.エステティック業界関連団体相関図と役割

【資料No.1】



２.振興協議会とその他の脱毛業界団体

［一般社団法人日本エステティック振興協議会］

一般社団法人日本エステティック協会

一般社団法人日本エステティック業協会

一般社団法人日本エステティック工業会

［その他 主な脱毛関係団体］

一般社団法人日本エステティック経営者会

一般社団法人日本脱毛安全普及会

一般社団法人国際セラピスト認定



３.振興協議会の自主的な取組

エステティック業
統一自主基準
【資料No.2】

美容ライト脱毛
自主基準

【資料No.３】

エステティックの
広告表記に関する
ガイドライン
【資料No.４】



３-1．振興協議会の自主的な教育

エステティシャン等への教育として、

「認定美容ライト脱毛エステティシャン教育養成制度」

初級：美容ライト脱毛安全講習会

上級：美容ライト脱毛技術者講習会

【初級】
安全講習会
テキスト

【上級】
技術者講習会
テキスト

参考
【資料No.１】



３-2．振興協議会の自主的な機器審査

美容ライト機器は、

「美容ライト脱毛機器 適合審査制度」を運用し、

経済産業省の認定試験機関にて合格した機器に

「適合シール」を付与している。

   参考
【資料No.２】



加盟団体は約1,700店舗（約7％）                                    
エステティックサロン24,000店舗中、

団体非加盟22,300店舗（約93％）である                                                    
（消費者安全委員会：令和5年3月29日 消費者安全法第23条第1項の規定に基づく事故等

原因調査報告   ［概要］―エステサロン等でのHIFU（ハイフ）による事故―より参照：図３）

４.振興協議会加盟状況

【資料No.５】                                                     



５. 美容ライト脱毛専業事業の特異性

今や脱毛は日本人女性では普通の行為となっており若年層の女性なら殆ど
が脱毛施術を受けるという状況。

一方で施術方法については発展、分化がなされており、エステティックに
おいてはライト脱毛機器の発展により特別な技術を持たなくても施術を行
うことができるようになっている。業界団体としては安全な施術ができる
ことが重要としてライト脱毛講習会を定期的に開催し安全なエステティ
シャンの養成に努めている。

また脱毛ビジネスは設備投資も少なく、長期契約で前払い金が入り利益の
出るビジネスと見られ、新規参入が続き過当競争により一部では遵法意識
の希薄化を招いていた。コロナ前の2019年あたりで出店は飽和状態となっ
てきており、コロナ禍を経て近年事業者の倒産が相次ぐようになっている。

大手事業者の倒産にて見られるのが「今なら〇拾万円で生涯保証」「通い
放題」といったキャンペーン、これに消費者が乗せられ、事業者の破産後
クレジットで購入した消費者には債務のみが残るという事態を招いていた。


